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任
務
及
び
所
掌
事
務

法
務
省
の
任
務
に
つ
い
て
は
、
法
務

省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十

三
号
）
第
三
条
に
お
い
て
、
以
下
の
よ

う
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
基
本
法
制
の
維
持
及
び
整
備

②
法
秩
序
の
維
持

③
国
民
の
権
利
擁
護

④
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
争
訟
の
統

一
的
か
つ
適
正
な
処
理

⑤
出
入
国
の
公
正
な
管
理

①
の
任
務
に
対
応
す
る
事
務
と
し
て

は
、
民
事
法
制
・
刑
事
法
制
及
び
司
法

制
度
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
、
内
外

の
法
令
及
び
法
務
に
関
す
る
資
料
の
整

備
及
び
編
さ
ん
、
法
務
に
関
す
る
調
査

及
び
研
究
並
び
に
司
法
試
験
に
関
す
る

事
務
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

②
の
任
務
に
対
応
す
る
事
務
と
し
て

は
、
検
察
、
犯
罪
人
の
引
渡
し
、
国
際

捜
査
共
助
そ
の
他
の
刑
事
に
関
す
る
国

際
間
の
共
助
、
犯
罪
の
予
防
、
刑
及
び

勾
留

こ
う
り
ゅ
うの
執
行
、
少
年
院
に
送
致
す
る
保

護
処
分
及
び
少
年
鑑
別
所
に
送
致
す
る

観
護
の
措
置
、
恩
赦
、
更
生
保
護
事

業
の
助
長
及
び
監
督
、
仮
出
獄
等
、
保

護
観
察
、
破
壊
活
動
防
止
法
等
の
規
定

に
よ
る
団
体
の
規
制
に
関
す
る
事
務
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

③
の
任
務
に
対
応
す
る
事
務
と
し
て

は
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
、
債
権
管
理

回
収
業
の
監
督
、
人
権
侵
犯
事
件
に
係

る
調
査
及
び
被
害
の
救
済
及
び
予
防
、

人
権
啓
発
及
び
民
間
に
お
け
る
人
権
擁

護
運
動
の
助
長
、
人
権
相
談
、
法
律
扶

助
に
関
す
る
事
務
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。

②
及
び
③
の
任
務
の
い
ず
れ
に
も
対

応
す
る
事
務
と
し
て
は
、
国
籍
、
戸
籍
、

登
記
、
供
託
及
び
公
証
に
関
す
る
事
務

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

④
の
任
務
に
対
応
す
る
事
務
と
し
て

は
、
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
争
訟
に

関
す
る
事
務
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

⑤
の
任
務
に
対
応
す
る
事
務
と
し
て

は
、
日
本
人
の
出
国
及
び
帰
国
並
び
に

外
国
人
の
入
国
及
び
出
国
の
管
理
、
本

邦
に
お
け
る
外
国
人
の
在
留
、
難
民
の

認
定
、
外
国
人
の
登
録
に
関
す
る
事
務

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

今
後
の
課
題

司
法
は
、
近
代
国
家
の
基
本
で
あ
る

「
法
の
支
配
」
を
現
実
の
も
の
と
す
る

役
割
を
担
う
国
民
生
活
に
と
っ
て
極
め

て
重
要
な
基
盤
と
な
る
べ
き
も
の
で

す
。二

十
一
世
紀
に
お
い
て
は
、
我
が
国

社
会
の
急
激
な
変
化
、
と
り
わ
け
自
己

責
任
の
原
則
と
透
明
な
ル
ー
ル
に
貫
か

れ
た
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転

換
が
一
段
と
加
速
す
る
中
で
、
社
会
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
代
表
す
る
司
法

の
役
割
は
、
一
層
重
要
な
も
の
に
な
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、法
務
行
政
の
基
本
的
使
命
は
、

「
法
の
支
配
」
の
下
、
法
秩
序
の
維
持

と
国
民
の
権
利
の
保
全
を
通
し
て
国
民

生
活
の
安
定
・
向
上
を
図
る
こ
と
に
あ

り
、
こ
の
使
命
を
果
た
す
こ
と
は
、
国

民
が
安
全
に
か
つ
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

平
穏
な
社
会
を
築
く
た
め
に
欠
か
す
こ

と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

二
十
一
世
紀
を
迎
え
、
大
き
な
変
革

期
に
あ
る
我
が
国
社
会
に
お
い
て
、
法

務
行
政
が
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
こ

た
え
、
そ
の
使
命
を
よ
り
良
く
果
た
す

た
め
に
は
、
改
め
て
国
民
の
視
点
に
立

っ
て
必
要
な
改
革
を
進
め
て
い
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
司
法
制
度
を
含
む
法
務
行

政
を
所
管
す
る
当
省
に
お
い
て
は
、
以

下
の
認
識
の
下
に
、
次
の
よ
う
な
施
策

に
重
点
的
か
つ
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

①
司
法
制
度
を
国
民
に
と
っ
て
よ
り
身

近
で
利
用
し
や
す
い
も
の
に
し
、
法
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的
紛
争
を
適
正
迅
速
に
解
決
し
て
国

民
の
権
利
の
実
現
を
図
る
と
と
も

に
、
社
会
情
勢
に
応
じ
て
法
秩
序
を

維
持
し
、
国
民
の
基
本
的
人
権
を
擁

護
す
る
役
割
を
十
分
に
果
た
し
得
る

司
法
制
度
を
速
や
か
に
実
現
で
き
る

よ
う
、
司
法
の
機
能
の
質
的
、
量
的

な
充
実
・
強
化
を
図
る
。

②
社
会
経
済
構
造
の
変
革
と
事
後
監

視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
に
対
応

し
、
国
民
や
企
業
の
経
済
活
動
に
か

か
わ
る
民
事
・
刑
事
の
基
本
法
に
つ

い
て
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
い
、
そ

の
用
語
・
表
記
方
法
に
つ
い
て
も
、

新
た
な
時
代
に
ふ
さ
わ
し
く
、
か

つ
、
国
民
に
分
か
り
や
す
い
も
の
に

す
る
。

③
各
種
犯
罪
へ
の
厳
正
な
対
処
や
い
わ

ゆ
る
オ
ウ
ム
新
法
に
基
づ
く
オ
ウ
ム

真
理
教
対
策
の
強
化
を
は
じ
め
と
す

る
治
安
の
確
保
及
び
法
秩
序
の
維
持

に
十
全
を
期
す
る
。

④
人
権
啓
発
の
一
層
の
推
進
や
新
た
な

人
権
救
済
制
度
の
確
立
を
は
じ
め
と

す
る
人
権
擁
護
行
政
の
充
実
・
強
化

を
図
る
。

⑤
外
国
人
労
働
者
の
円
滑
な
受
入
れ
や

不
法
滞
在
者
対
策
を
は
じ
め
と
す
る

出
入
国
管
理
行
政
の
充
実
・
強
化
を

図
る
。

⑥
少
年
を
含
め
た
被
収
容
者
の
特
性
・

犯
罪
傾
向
に
応
じ
た
適
切
な
処
遇
を

は
じ
め
と
す
る
矯
正
行
政
の
充
実
・

強
化
を
図
る
。

⑦
保
護
観
察
な
ど
保
護
行
政
の
一
層
の

充
実
・
強
化
を
図
る
。

⑧
商
業
登
記
に
基
づ
く
電
子
認
証
制
度

の
運
用
な
ど
の
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ

Ｔ
）
社
会
の
基
盤
整
備
を
図
る
た
め

の
施
策
を
推
進
す
る
。

⑨
国
が
関
与
す
る
訴
訟
の
迅
速
化
の
実

現
な
ど
の
訟
務
事
務
の
強
化
を
図

る
。

⑩
民
事
法
律
扶
助
法
の
制
定
を
受
け
て

の
法
律
扶
助
制
度
の
一
層
の
整
備
を

図
る
。

（
法
務
省
）
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